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医療費控除にマイナンカード 

 

 

自分や家族の医療費が一定額を超えた時

に税負担を軽くする医療費控除について、政

府はすべての申請手続きを自動化することに

しました。マイナンバーカードを活用した新し

いシステムで、１年間支払った医療費を自動

で計算し、税務署に通知するそうです。社会

の生産性を向上させ、経済成長につなげる狙

い。2021 年分の確定申告から新しい仕組み

が始まる見通しです。 

 

 日本の医療費控除は、１年間の家族の医療

費から保険で補てんされた額を引いた分が 

10 万円を超える納税者に適用されます。申告

者は年間約 750 万人に上りますが、領収書を

残して計算しても基準に達しないことがあった

り、医療機関の名前や支払った医療費、保険

による補てん額などを自ら記入する必要があ

ったりするため、インターネット経由で申告が

可能になった今でも利用できていないケース

が多いとされます。 

 

 政府は 17 年の税制改正で、個人が健康保

険組合から１年分の医療費を記した「医療費

通知」をネット上で取得し税務署に提出できる

ようにしました。しかし加入する健保組合のシ

ステム対応が必要なため、新しい仕組みは広

まっていないのが実情です。政府は 21 年３月

からマイナンバーカードを健康保険証として

利用できるようにする方針ですが、同時に医

療費の控除についても、政府と国税庁、保険

診療のデータを管理する社会保険診療報酬

支払基金と国民健康保険中央会のシステムを

つなぎ、申告に必要な作業をすべて自動化し

ます。 

 

 マイナンバーカードの交付実績は 19 年４月時点で

1666 万枚と、人口の１割強にとどまっています。政府

高官は「社会がマイナンバー制度そのものを過剰に

怖がっているきらいがある。さらなる理解と普及に努

めたい」と意気込みます。マイナンバーカードを活用

した医療費控除の仕組みも、普及に向けた一手と言

えそうです。 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


